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第１２９回 （平成２０年度第４回）理事会議事録 

 
財団法人 神奈川県スキー連盟 

１．日     時： 平成２０年９月６日（土）１０：００～１１：５０ 
２．場     所： 神奈川県社会福祉会館２階第１会議室（横浜市神奈川区沢渡４－２） 
３．出 席 理 事： （副 会 長）野地 澄雄、山田  隆、佐藤 嘉彦 
           （専務理事）片  忠夫 
           （常務理事）三塚 康雄、上田 英之、木村 徳善 
           （理  事）徳本  進、金子 理人、吉野 大成、荻野 恭宏、安藤  努、 
                 百海  廷、清水  忠、岡田 良平、小池  光、大澤 康之 
                 平賀 淳夫、吉岡 去私 
     欠席理事： （会  長）河野 洋平 
    （書面票決） （常務理事）菊地富士夫 
           （理  事）国島みどり、岡本 洋一、斎藤 幸雄 
４．出 席 監 事： 木村 信吉、内海 雄三 
５．議 長 選 出： 片  忠夫専務理事を指名 
６．議事録署名人選出：徳本 進理事、平賀 淳夫理事を選出 
７．書     記： 守谷 紀幸広報委員を指名 
８．議     事 
 
 １）競技本部 
 （１）報告事項 
   ①ノルディック秋季ローラー講習会について 
    吉岡理事より、ノルディックの秋季ローラー講習会が９月１３日から１５日に開催されるが、参

加者は、若干少なく９～１０名程度の見込みとの報告があり、了承された。 
 
 （２）審議事項 
   ①チャレンジカップ行事中止及び会場変更について 
    平賀理事より、チャレンジカップ第２戦・クラブ対抗スキー大会の会場と開催時期変更及び第３

戦の中止につき、別紙資料のとおり提案がなされ、佐藤副会長から、行事の見直しとしての提案で

あれば全体の中で議論すべきではないかとの質問があり、片専務理事から、野辺山スキー場の閉鎖

と３年連続の赤字行事ということでの緊急避難的な変更であるとの答弁がなされ、審議の結果、承

認された。 
   ②専門委員の追加について 
    吉岡理事から、別紙資料のとおり８名の専門委員の追加について提案がなされ、承認された。 
 
 ２）教育本部 
 （１）報告事項 
   ①各委員会等の報告について 
    木村教育本部長より、別紙資料のとおり教育作業部会、ウェア委員会、南関東ブロック協議会、

教育部会等の開催につき報告があり、了承された。 
 
 （２）審議事項 
   ①スノーボード指導者の特別合格による資格推薦について 
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    木村本部長より、スノーボード指導者規定第１３条の規定による特別合格指導者資格推薦につい

て、別紙資料の２名に次の１名を追加して提案がなされ、承認された。 
    追加提案者：藤田 洋郷 （川崎） スノーヴァ溝の口クラブ 
   ②オフトレーニング日程変更について 
    木村本部長より、９月２８日、１０月１８日のオフトレーニング開催日程について、変更内容が

決定次第、専務理事の了解を得て、ＨＰにて掲載するとの提案がなされ、片専務理事からＨＰを見

られない環境の会員もいるので、対処方法を検討するよう指示があった上で、承認された。 
   ③ＳＡＪ専門員定数変更について 
    木村本部長より、ＳＡＪ通達で南関東ブロックの専門員数枠１９名を１４名に変更するとの指示

があり、神奈川は８月３０日の南関東ブロック協議会で６名から４名に削減することとなった。８

月３１日の常務会で柳橋、金子両氏の推薦を取り下げるとの提案がなされ、清水理事からＳＡＪの

専門員削減の理由について質問があり、山田副会長（ＳＡＪ理事）からそもそも９名だったところ

をいろいろな事情から１４名にしていたのに、さらに上乗せをして１９名という人数になっていた

ので、ＳＡＪも経費節減のため人員を削減してきた。ブロック技術員もなくなる方向と聞いている。

ＳＡＪは会長選挙問題の影響で、東京の増田千春氏が理事就任のルールに反して、県境を越えた推

薦であるのに在住県連盟の承諾を得ていないという長野県連の指摘のために、理事に就任できなく

なるという事態になっている。理事ではないが、柳橋氏も地元の山形県連の承諾を得ていないので、

専門員ではあるが推薦を取り下げることになったとの説明があり、承認された。 
   ④行事開催中止のスキー場への連絡について 
    清水理事より、前回の理事会で行事が見直され、湯沢行事等が削減されたが協賛会員であるスキ

ー場への連絡は正式に専務理事名等で行われたのかとの質問があり、片専務から各本部長名で通知

を出すはずであるが、特に行事がなくなった岩岳については、専務理事との連名でツールの発送前

に正式通知を出さなければいけないとの答弁があり、早急に教育本部は湯沢、競技本部は岩岳に対

する文書を作成し、専務宛メールで送付することとなった。 
    野地副会長から、野辺山の閉鎖の正式連絡はあったのかとの質問があり、平賀理事から野辺山の

佐々木氏から菊地本部長あて電話で閉鎖の連絡があったが、文書ではきていないとの答弁があり、

片専務から、協賛会員との契約に際しては、必ず契約書を作成し、契約解除の条項を入れるように

しなければならないとの指示があった。 
 
 ３）総務本部 
 （１）報告事項 
   ①慶弔関係 なし 
   ②資金運用状況 
    上田総務本部長より、８月末預金残高が７，１９５，４３６円で、昨年同期より３００万円程度

多いが、押川基金の寄付金が特別会計への繰り入れ処理が終わっていないこと、川崎・横須賀の登

録料が既に振り込まれているとの報告があり、了承された。 
   ③登録状況 
    荻野理事より、今年度登録時期の前倒しを行い８月２０日から登録作業を開始したが、８月末現

在９３２人、５６団体が登録を行っているとの報告があり、了承された。 
   ④各種委員会 
    ア）総務委員会 
     ・電子申込委員会 
       徳本理事より、今年度も手数料０円で運用を行うので、さらなる利用の促進をお願いした

いとの報告があり、了承された。 
     ・ハンディキャップ委員会 
       上田本部長より、１１月９日午後セミナーⅠを県社協にて開催予定との報告があり、了承
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された。 
     ・北海道委員会 
       吉野理事より、手続要領作成に間に合わなかった教育本部行事資料を本日の説明会にて配

布し、コラボ関係についても説明を行うとの報告があり、了承された。 
    イ）広報委員会 
      安藤理事より、ＳＡＫだより５６号の編集作業が終了し、本日ＳＡＫツールとあわせて配布

するとの報告があり、了承された。 
    ウ）財務委員会 
      金子理事より、消費税データを会計事務所あて送付し、処理を依頼したとの報告があり、了

承された。 
   ⑤南関東ブロック協議会の報告について 
      徳本理事より、８月３０日東京９人、千葉２人、神奈川７人の参加者を得て開催し、ＳＡＪ

専門員、ＳＡＪ役員、ＳＡＪ理事の登録等の問題について協議したとの報告があり、片専務か

ら、８月から本連盟が２年間当番県となった。ＳＡＪの会長問題は都連の増田千春氏と杉崎壽

三男氏が長野県連のクレームで条件付ながら理事候補と副会長候補から降りることとなった。

それが、神奈川のＳＡＪ専門員の枠の件に影響しているとの説明があり、了承された。 
 
 （２）審議事項 
   ①指導員会後援事業について 
    上田本部長より、手続要領２２１ページに記載の指導員会行事ついて例年通り後援を行いたいと

の提案がなされ、承認された。 
   ②ＳＡＫ専門員追加承認について 
    上田本部長より、次の者について追加承認したいとの提案がなされ、承認された。 
     鈴木 孝一（厚木）ノルディック 
   ③有資格者事辞退届について 
    荻野理事より、次の３名について辞退理由を付して提案がなされ、承認された。 
     中込 正（死亡）、金田 輝和（活動困難）、田辺 孝子（資格不要） 
   ④研修費用免除願いについて 
    荻野理事より、申請のあった９名（横浜８、川崎１）について研修会費用の免除の理由を付して

提案がなされ、承認された。また、功労指導員については、今後別に伺い書の形で免除の取り扱い

を検討する。費用は免除しても資格の維持には結びつかないので、３年目の申請者については資格

喪失の可能性がある旨の通知を付して、許可書を送付するとの説明がなされ、了承された。 
   ⑤協賛会員拡大について及び⑥ＳＡＪ教育専門員選出については取り下げ 
   ⑦南関東ブロック協議会参加メンバーについて 
    上田本部長より、同協議会の出席メンバーについて、会長が出席できないので、副会長１名と専

務及び常務理事、ＳＡＪ理事、事務局長（書記）としたいとの提案がなされ、審議の結果、会長と

しておき代理で副会長が出席できるものとすることで、承認された。 
   ⑧ウエアー委員会答申と常務会意見について 
    吉野理事より、別紙のとおりウェアー委員会の答申書説明がなされ、上田本部長から別紙のとお

り常務会意見の説明がなされた。平賀理事から、競技は作業の際に黄色は汚れてしまうので、教育

との色分けを再度検討願いたいとの意見があり、清水理事から協賛見込み企業からの合い見積もり

の提出、着用ルールの徹底、ボランティアである専門委員への購入強制の疑問などの意見があり、

審議の結果、ウエアーの作成は行ない、今回に限り教育・総務本部は黄色、競技本部は黒の着用を

義務化するが、今までのものがある者はそれでも着用可とする。４年に１回ユニフォームを作製す

ることとし、１年前に相見積もりをとることでウエア委員会の答申は、承認された。 
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   ⑨旅費規程内規について 
    上田本部長より、今年度の総括常務理事以上の日当廃止について、旅費規程上の規定方法につい

て、疑義が提示され、審議の結果、理事会議事録上の記載をもって、その効力を担保することとし、

効力の改廃については、毎期首の理事会において確認することとすることに決定した。 
   ⑩７０周年記念行事開催場所について 
    金子理事より、来年１０月の記念行事開催場所について、河野会長の出席可能な１０月３日は、

ベイシェラトンホテルのみが使用可能で、新横浜プリンスホテルは１０月１０日が使用可能である

との提案がなされ、審議の結果１０月３日にベイシェラトンホテルとすることで、承認された。 
   ⑪ＳＡＫツール（冊子）の次年度からの配布数削減について 
    上田本部長より、経費節減のため、次年度から１クラブ２冊、ただし５人以下のクラブについて

は１冊としたいとの提案がなされ、片専務からバインダー方式の検討も提案され、これも含めて承

認された。 
   ⑫新規協賛会員について 
    上田本部長より、別紙のとおりの新規会員の提案がなされ、承認された。 
 
 ４）監事意見 
   内海監事より、冬季行事の会場変更があったものついては、早急に文書にてスキー場関係者宛に変

更の通知及び変更の経緯の説明を行うよう要望があった。 
 
 
 
 以上、この議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人、下記により署名する。 
 
 
   平成２０年 ９月１６日 
 
 
                    議    長                 印 
 
 
 
                    議事録署名人                 印 
 
 
 
                    議事録署名人                 印 


